
入札件名： 札幌駅前通地下歩行空間他１施設で使用する業務用電力

No. 質問 回答
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提出する書類の日付は提出日でよろしいでしょうか。
また、入札書の日付のご指定（例：開札日）等はござ
いますか。

提出日または実際に記入した日付を記載してくださ
い。

自家発補給電力の契約はありますか。 自家発補給電力の契約はございません。

契約期間中に増設工事等により、契約電力が500kW以
上の協議制となる予定はございますでしょうか。
仮に、契約期間中に協議制となった場合には契約単価
の変更協議に応じていただけますでしょうか。

契約電力の変更予定はありません。

予備電力のご契約はございますでしょうか。ある場
合、予備電源と予備線のどちらになりますでしょう
か。

契約書（案）の別紙「単価一覧（様式5-2）」の「注4
」「注5」に記載のとおり、予備電力の契約があり、
種別は予備電源です。

弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振替とな
り、振込みの場合振込手数料はお客様負担をお願いし
ておりますがご了承いただけますでしょうか。
また、弊社では料金算定期間の翌月末日までを支払期
日としております。ご了承いただけますでしょうか。

手数料負担については問題ありません。
支払期日は 契約書（案）第11条第4項のとおり、「請
求を受けた日から30日以内」 としており期日の設定
を変更することはできません。

①紙の請求書の発行は必要でしょうか。
なお、請求書はWEB上のマイページにてご確認および
ダウンロードいただけます。

②発行が必要な場合、発行手数料（330円）はお客様
負担をお願いしておりますがご了承いただけますで
しょうか。

請求書の内容が札幌市会計規則第59条の要件を満たし
ていれば発行は不要です。

請求書発行について、弊社では毎月7営業日頃の発送
となっておりますが了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

各施設の現在の計量日をご教示ください。
毎月１日（０時00分）となっております。
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送電開始日と現在の計量日が相違している場合、弊社
と契約後の計量日は毎月1日となる可能性がございま
す。ご了承いただけますでしょうか。

契約書案第9条第1項のとおり、契約後の計量日につい
ては、落札後に発注者と受注者の双方で協議のうえ決
定いたします。

電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所
に会計主体の異なるテナント等があっても、電気料金
を分割して計算、ご請求することはできませんが、よ
ろしいでしょうか。

需要場所の施設以外の電力使用分を分ける必要はあり
ません。

電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額でお支払い
いただけるという認識でよろしいでしょうか。（１枚
の請求書に対し複数から支払われるということはあり
ませんでしょうか）複数からのお支払が発生する場
合、事前にお支払金額の内訳を通知いただくことは可
能でしょうか。

請求書のとおりお支払いいたします。

自動検針装置はついていますか。未設置の場合供給開
始までに日数を要します。落札後に未設置が発覚した
場合開始申込の希望開始ができない可能性もございま
すのでご注意ください。

各施設とも自動検針装置（スマートメーター）は設置
済みです。

仮に弊社が落札した場合、契約書の内容および契約書
に記載がない事柄について協議いただくことは可能で
しょうか。契約書の内容を変更することが難しい場
合、協議内容について別途覚書を締結することは可能
でしょうか。

協議することは可能です。

入札書と内訳書につきまして、割印、ホッチキス留め
など、指定はありますか。
また、郵送提出の際、入札書、内訳書を封入した内封
筒と、郵送用の外封筒での二重封筒で提出する必要は
ありますでしょうか。

入札書と内訳書の件については、特に定めはありませ
ん。郵送提出の際はご提示のとおり、二重封筒で提出
ください。

入札金額を算出する際、下記の認識でよろしいでしょ
うか。
・基本料金及び電力量料金の各単価には消費税および
地方消費税を含むことができる。
・基本料金および電力量料金は端数処理を行わず小数
点第二位まで含むことができる。
・各月の基本料金と電力量料金の合計額に1円未満の
端数が生じたときは、月ごとにその端数を切り捨て
る。
・1年間の総額（税込）より入札金額（税抜）を算出
する際、1円未満の端数を切り上げる。

以下に記載のとおりです。
・契約書（案）の別紙「単価一覧（様式5-2）」
・契約書案第11条第3項
・入札告示第2(5)
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各施設分の予定契約電力および予定使用電力量を合計
し、1つの内訳書を作成してもよろしいでしょうか。
複数施設の内訳書をそれぞれの施設作成する必要があ
る場合、各拠点の税込金額を税抜に直したのちに足し
合わせるのか、全施設の税込み金額を合計した後に、
税抜きに直すのかどちらになりますでしょうか

内訳書は需要場所ごとの作成をお願いいたします。ま
た、算定は各施設の税込金額を合算した後に税抜（
110分の100）に直して行ってください。

北海道電力の業務用電力（一般料金）に準じた料金区
分とし、時間帯別で単価を設定しないプランでの入札
参加および契約締結は可能でしょうか。

不可とします。契約書（案）の別紙「単価一覧（様式
5-2）」の「注7」のとおり、電力量料金は「平日料
金」と「休日料金」に分けた時間帯別単価での入札お
よび設定が必須となります。

弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法に基づ
き、燃料費調整額（電源調達調整単価）を算出するこ
とは可能でしょうか。

不可とします。契約書（案）の別紙「単価一覧（様式
5-2）」の「注6」において、燃料費調整の方法は、当
該地域におけるみなし小売電気事業者が用いる方法を
準用するとしております。

①弊社が契約に至った場合、入札時点の約款に基づく
燃料費等調整額の算定諸元を契約満了まで適応させて
いただきますが、ご了承いただけますか。

②ご了承いただけない場合、旧一般電気事業者が、契
約期間中に燃料費等調整額の算定諸元を変更した際に
は、旧一般電気事業者が新たに設けた算定諸元を適応
いたしますが、その際に契約単価の見直し協議は可能
でしょうか。

入札時点の燃料費等調整額の算定諸元を契約満了まで
適用することはできません。みなし小売電気事業者が
契約期間中に燃料費等調整額の算定諸元を変更した場
合は、その都度適用してください。料金の算定につい
ては、契約書（案）第11条２項のとおり、各号に掲げ
る料金を合算した金額を需要場所ごとに算定すること
としているため、契約単価の見直しは不要です。

燃料費調整額が発生しない（請求を行わない）料金制
度での応札、契約締結は可能ですか。

契約書（案）の別紙「単価一覧（様式5-2）」の「注6
」のとおり、電力量料金は、当該地域におけるみなし
小売電気事業者が用いる方法を準用して、燃料費調整
を行うこととしておりますので、燃料費調整を行わな
い料金プランは認められません。

落札業者は開札日に決定いたしますでしょうか。開札
日に確認ができない場合、何月何日までに確認可能か
ご教示ください。

開札日に決定します。

入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請
求時には基本料金、電力量料金（燃料費等調整額があ
る場合はそれを含む）は小数点第２位まで保持し、再
生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円
未満切り捨て、契約単価は税込みとさせていただきま
すがよろしいでしょうか。

電気料金の算定方法は、契約書（案）第11条３項のと
おりです。契約単価は税込みです。
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落札後、またはご契約中に、一般送配電事業者による
託送料金や損失率の変更があった場合には、それに伴
い、ご契約の電気料金単価に相当分を上乗せさせてい
ただくことがございます。この上乗せ分はすべて一般
送配電事業者に支払われるものであり、当社の利益に
はなりません。ご了承いただけますでしょうか。

当該契約単価の変更については、契約書第12条に基づ
き文書によって申し入れを行い、発注者と受注者にお
いて協議できます。

合算請求書の発行が必要な場合、各施設の個別の請求
書についてはマイページでご確認いただく対応となり
ますがよろしいでしょうか。

合算請求書の発行は必要ありません。

計量結果の報告および検査について、弊社では計量結
果の報告を別途行うといった対応は行っておりませ
ん。ご利用の内訳が記載されております電気料金請求
書及び請求確定後にマイページより確認できる請求
データによりご確認・ご対応いただけますでしょう
か。また、検査後の日付にて請求書の再発行は致しか
ねますのでご了承願います。

問題ありません。

落札者が決まらず２回目以降の入札が行われる場合は
辞退させていただきたく考えております。その場合の
初度入札書提出時に２回目入札の辞退届の提出をあら
かじめする必要はありますでしょうか。辞退届が必要
な場合の様式等もご教示いただけますでしょうか。

辞退届の提出は必要ございません。

契約書の提出期限や、締結日の期限はございますで
しょうか。契約内容確定後、社内決裁・製本・押印・
発送等のお時間を頂戴することになるため、指定の日
数がある場合そちらの日程での提出ができかねる可能
性がございます。その場合、提出日の延長について協
議いただくことは可能でしょうか。

落札決定後、協議いたします。

発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」
「市場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃
料費等調整額」と記載される形となりますが問題ござ
いませんでしょうか。

問題ありません。

特定電源割当証明書及び電力供給に用いた証書につい
て、契約終了後1回の提出でご了承いただけますで
しょうか。認められない場合、特定電源割当証明書は
半年ごとの提出とし、非化石証書の提出については供
給終了後1回の提出となることご了承いただけますで
しょうか。

特定電源割当証明書については、半年ごとのご提出を
お願いいたします。非化石証書の提出は供給量が割当
されるのであれば1回でも問題ありません。

弊社では必要な非化石証書を一括して調達しているこ
とから、原則、発行先のお客さま名を明記した非化石
証書を発行することが出来かねます。供給地点におけ
る再生可能エネルギー電力（使用電力量の100％）を
含む弊社全体の購入量が記載された非化石証書を、「
RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす電力の供
給に用いた証書の写しとして提出させていただいてよ
ろしいでしょうか。

その非化石証書が対象施設に割当されていることが証
明できるのであれば問題ありません。
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特定電源割当証明書および非化石証書の発行につい
て、弊社では本案件の対象である複数施設をまとめた
情報での1枚の発行となりますがご了承いただけます
でしょうか。施設毎の発行対応が必須となりますで
しょうか。

問題ありません。

供給終了後の非化石証書の提出時期について、最大で
5か月ほど期間を要する場合がございます。ご了承い
ただけますでしょうか。

問題ありません。

市場連動プランでの応札が可能な場合、以下、ご回答
をお願いいたします。
①市場連動プランは、一般的な固定単価の設定ではな
く、日々の市場を元に単価が変動する契約です。固定
単価の請求項目とは異なりますが、問題ありません
か。
②内訳書は指定のものでは項目が不足しているため、
任意様式でよろしいでしょうか。
③従量料金単価に用いるエリアプライスについて、期
間の指定はございますか。期間の指定がある場合、該
当期間の30分値データをご共有いただけますか。
④一部の契約単価は年度によって異なりますがよろし
いでしょうか。

仕様書２(９)ウ のとおり、本入札において、市場連
動プランによる応札および契約締結は認められませ
ん。

契約単価積算内訳書の、割引等ない場合には割引・割
増の欄は空欄とする対応でよろしいでしょうか。

問題ありません。
（契約書（案）の別紙「単価一覧（様式5-2）」の
「注8」に記載のとおりです。）

契約保証金について、過去の契約実績において免除を
希望する場合、必要な提出書類はありますでしょう
か。必要な場合、いつ、どのような書類を提出すれば
よろしいでしょうか。

「入札告示５　入札手続等⑵、⑶」及び「入札説明書
６　その他⑵、⑶」に記載のとおりです。

契約書案第11条2項(2)にございます「一般送配電事業
者」（北海道電力ネットワーク株式会社）を、「旧一
般電気事業者」(北海道電力株式会社）と読み替えて
よろしいでしょうか。

読み替えはできません。

郵便で入札に参加する場合、書留郵便のみ認められま
すか。簡易書留など、追跡ができる形式であれば問題
ないですか。

どのような方法でも構いません。


